
これって「就活ハラスメント」？ ハラスメントに関するお悩みは都道府県労働局にぜひご相談を

「就活ハラスメント」とは、「就職活動中やインターンシップの
学生等に対するセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント」の
ことをいい、立場の弱い学生等の尊厳や人格を不当に傷つける
等の人権に関わる許されない行為です。

（令和6年１１月作成）

就活ハラスメントに関するご相談はお近くの https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf
開庁時間  ８時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ

就職活動中等のハラスメントに関するお悩みは、都道府
県労働局雇用環境・均等部（室）にご相談ください(大学
のキャリアセンターの担当者と一緒にご相談いただくこ
とも可能です)。相談内容等に応じて雇用環境・均等部
（室）では右記の対応を行います。

女子学生に対し、採用の見返りに不適切
な関係を迫った。これを断ると、「うちの会
社には絶対入社させない」と不採用にした。

インターンシップで食事やデートにしつこく
誘われた。

インターンシップ中の学生に対し、人格を
否定するような暴言を吐いた。

面接で「恋人はいるのか」と質問されたり、
オンライン面接時に「全身を見せて」と言
われた。

就活生向け企業向け 就活生向け

●就職活動中の学生等へのハラスメント
　防止のための事業主への助言
●就活セクハラ等についてのトラブルの
　解決援助等
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就活ハラスメントにお悩みの方

メール・SNSでご相談を！
ハラスメント悩み相談室厚生労働省委託事業

２

対策リーフレット
就活ハラスメント

あなたがつくる
ハラスメントのない
あかるい社会

NO
ハラスメント

夜、食事に
行かない？



就活ハラスメントの実態を事前学習しておく
　「公正な採用選考」とは、厚生労働省が事業主にお願いしている採用選考の在り方。「応募者の基本的人権の尊
重」「適性・能力に基づいた採用基準」という、「公正な採用選考」の考え方に沿って面接等を行うことは、就活ハラ
スメント防止においても基本的な方針となります。

基本的な対策

「公正な採用選考」に基づいた面接実施

　就活ハラスメントの中でも特にセクシュアルハラスメント（セクハラ）は、社員がリクルーターとして活動する
OB・OG訪問や面談時に起こりやすいことがわかっています。その対策として、行動指針やマニュアル、ガイドブッ
クの策定・活用を含む、リクルーターへの研修は有効です。

リクルーターの行動指針やマニュアル策定

採用担当者との食事や飲酒、密室での面談、個人携帯メール等でのやりとりは避ける

企業は「就活ハラスメント」防止への対応を！ 就活ハラスメント防止に向けた具体的取組・導入のヒント 就活生のみなさん、ハラスメントから自分を守ろう！

就活ハラスメントは、企業にとって大きなリスク

ハラスメントを受けた学生にとって大きな心理的ダメージとなるだけでなく、企業にとっても、

が生じる重大な問題です。

具体的には、

●「就活ハラスメントを起こした会社」として、企業の社会的信用を失い、企業イ
メージの低下
●就職後の職場でもハラスメントが横行している会社だと学生に認識され、応募が
減少する可能性
●働いている従業員にも、働く意欲やモラルの低下により生産性に悪影響が及び、
貴重な人材の退職・流失等のリスク

● 全従業員（特に採用担当者）に対し、就活ハラスメントを含む、すべてのハラスメントを禁止
する方針を明確にしましょう。

● 就活ハラスメントを行った場合には、その行為者を処分する社内規定や規則（懲戒処分等）
を設け、周知しましょう。

● 採用担当者を含む従業員にハラスメント防止に関する研修を継続的に実施しましょう。階
層別に研修を実施するのも効果的です。

● 学生と接する際、採用担当者は可能な限り2名以上とし、オンラインも含め面談やオリエン
テーションの際は複数名で対応するなど、採用活動におけるルールを明確にしましょう。

● 学生向けに就活ハラスメント相談窓口を設置し、周知しましょう。

就活ハラスメント防止に取り組んでいる企業にはいくつかの共通項があります。これから
対策に着手する場合や取組の見直しを検討している場合は、次の3点に着目してみてはいか
がでしょうか？

就職活動を行う学生は、就職活動中やインターンシップ中にセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントの
被害に遭わないために、自分でできる対策を考えておきましょう。

まずは「就活ハラスメント」について知ること、
そして早期相談を！

10社の企業事例はこちらから！
就活ハラスメント防止対策企業事例集
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001060585.pdf

　選考に多少の不便さがあっても、ハラスメントの芽を摘むことがより大切です。就活ハラスメントがそもそも発
生しない状況をつくるため、面接官等に対し、学生の個人情報を一部非公開にして、個人情報が悪用されるのを
防止するなどの対策を取り入れるのもよいでしょう。

　大切なのは就活ハラスメントに関する知識と情報を得ること。厚生労働省のHP、ニュースサイトなどで情報
を集めましょう。また、就活ハラスメントを起こさないための対策に取り組んでいる企業もありますので、参考に
してみてください。

　過去には採用担当者が、食事や飲酒の強要、個室での１対１の面談を求める行為、個人の携帯メールや
LINE等で連絡を入れてくるということがありました。このような不適切な要求等に応じる必要はありません。
（多くの企業では、１人の社員が就活生の合否判定を決定するのではなく、複数の担当者が採用面接等に対応
しています。）
　また、自社の内定と引き替えに、他社の選考活動の中止や内定辞退を迫るということがあります。このような
要求等に対しては、自分の意思をしっかり持ち、断る場合はきっぱり毅然と断る必要があります。

　OB・OG訪問を含めて、就職活動の際に、これはハラスメントではないかと思ったら、自身の安全を守るために
も１人で抱え込まず、所属大学のキャリアセンター、ハラスメント悩み相談室、都道府県労働局雇用環境・均等部
（室）などに早い段階で相談することをお勧めします。

▶詳しくはパンフレット最終面のハラスメント悩み相談室や都道府県労働局をご参照ください

早い段階で相談を！

就活ハラスメント
ーこんな場面で起きていますー

就活ハラスメントで
困っていませんか？

企業向け 企業向け 就活生向け

●雇用管理上の措置として、職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方
針の明確化等を行う際に、就職活動中の学生等に対するハラスメントについても
同様の方針を示すことが望ましい
●就職活動中の学生等から職場におけるハラスメントに類すると考えられる相談が
あった場合に、その内容を踏まえて、必要に応じて適切な対応を行うように努める
ことが望ましい

３ ４ ５

重要 労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法に基づく指針においては、
就活ハラスメントを防止することが望ましいと明記されています。

応募者の個人情報の限定利用

就活ハラスメント防止に取り組んでいる

効果的な対策

一歩踏み込んだ対策


